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よる残留応力が除去されたと考えられ

る）。

④ウエブの溶接とスリット部の溶接を交互

に行った溶接完了の状況。この後、エレ

クションピースを撤去してウエブの溶接

による応力が開放されたと考えられる。

この後、グラインダー仕上げで完了。

６．おわりに
アーチ橋の極厚板仕様の全断面現場溶接

継手は、国内では実績のない施工であり最

新の技術にて施工を行った。品質検査結果

も全継手箇所の開先形状、変形量、非破壊

検査結果等、許容値内に極めて高い精度に

て完成した。

今後の現場溶接技術の向上に役立つ反省

点を、以下に示す。

① エレクションピースの高剛性化によ

り 足場設備上での撤去作業が困難となっ

た｡（最大で200kg）

→エレクションピースの構造改良（軽量

化を図る工夫）

② スリット溶接（片開先）は、狭小部

での溶接量が集中した部位となるため、開

先裏面近傍の工場溶接（すみ肉溶接12mm）

に応力集中あるいはひずみ等の影響が発生

しないよう細心の管理を行った。

→スリット構造の改善（溶接量の低減が

図れるような開先形状の変更等）

今回は、特殊な条件下での溶接構造とな

り、貴重な実績となった。今後は、施工時

間・コスト・構造等の検討に加えて施工性

にも着目し、高品質な溶接管理を目指し、

努力して行きたい。

１．工事内容

今回私が紹介する失敗事例は一般国道の

橋梁下部工の工事で起きたことである。

A１橋台部：岩盤が露出しており重力式擁

壁橋台で、岩盤掘削を行い均しコンク

リート打設後直基礎

P１橋脚：河川の中央部にあり、調査ボー

リングにより砂礫層の下に岩盤があ

る。オープンケーソンを沈めて、岩着

部に橋脚基礎を築く。

A２橋台：砂礫層が厚く、径600mmの鋼

管杭を支持層まで打ち込む。

２．工事の経緯

工事の失敗はP１橋台で起こった。

河川中央部に築島の盛土を行い、センタ

ー測量後に橋脚位置出しを行い、ケーソン

の躯体コンクリートを打設した。その後養

生期間を置いて、オープンケーソンである

為クラムシェルで、中掘り掘削を行いなが

ら沈下させていた。又、４m近く沈下した

ところで、沈下速度の促進を図る為H鋼の

載荷を行った。ケーソンセンターの偏芯を、

縦断方向・横断方向とも日々観測を行い記

録していた。5.50m附近でケーソンのセン

ターが、15cmA２橋台側に移動している

ことに気づく。直ちに潜水夫を潜らせて、

ケーソンの刃先部を調査すると、A１橋台

側に岩盤が露出しており、A２橋台側は砂
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礫層で過堀となっていた。その為にA２橋

台側に偏芯（移動）を起こしたと考えられ

る。早急に偏芯を正しい位置に戻すべき対

策として、ケーソン内の水位を出来るだけ

下げ（水中発破孔を削孔する為）A１橋台

側に露出している岩盤部に、水中発破用削

孔を行い、A２橋台側の掘削はA１橋台側

の掘削面（削孔長）より高くし、又、H鋼

の載荷をA２橋台側よりA１橋台側を２：

３の割合で重くし、水中発破を行うと１回

で約10cmの偏芯となり、同じ事を三回繰り

返す事により定位置に戻すことが出来た。

３．原因

①地質調査のボーリングがジャストボーリ

ング（P１橋脚センター）のみである。

②地質調査で弾性波探査が行われていな

い。

③岩盤線はジャストボーリング（P１橋脚

センター）の採取コアーの地盤高を結ん

で推定岩盤線としている。
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④ジャストボーリングだけで推定岩盤線の

傾きを決定するのは無理がある。

４．反省

地質調査ボーリングはジャストボーリン

グを行っても、推定岩盤線の把握が出来な

い場合もある。

ケーソンの中心点から下記概略図盪のよ

うに４隅に追加ボーリング調査をするべき

であった。

特に今回のように基礎構造が場所ごとに

変わる場合特に注意を払う必要がある。

最近、雑誌やホームページに、品質不具

合、事故あるいはトラブルの生々しい記事

が出ています。以前はニュースになりにく

く、たまに事例などが紹介される場合も、

工事名や企業者、施工者などは伏せて報告

されることがほとんどでした。ところが今

日ではコンプライアンス上、隠し事ができ

なくなったことにより、私たちは様々な情

報が得られるようになりました。しかし、

こうした情報が公開される反面、裁判や損

害賠償といった、責任の所在を追求しよう

ということも多くなりました。これまでは、

トラブルの原因をとかく技術論で解決しよ

うとの向きがありました。それは計画、設

計、施工を担当する技術者達が一体となっ

て問題に取り組んでいたためです。現在で

はこれまでの良き関係から契約社会に移行

しつつあります。

ともかくトラブルや事故は誰のためにも

なりませんので、極力これを回避しなけれ

ばなりません。

トラブルの背景
本体、仮設を問わず、トラブルの遠因と

しては設計段階、施工段階のそれぞれで、

工期、工費の縮小がありますが、さらに重

大なのが技術力の低下ではないでしょう

か。

事故やトラブルが起こった場合、“やっ

ぱり起こった”、“思ってもみなかった”、

に分けられるのではないかと思います。な

かには、“おかしいと思ったができればう

まくいって欲しかった”、ということもあ

るかもしれません。しかしトラブルが起こ

った以上、最終的には必然的に起こったこ

とになります。そしてそれらを事前に予測

し、未然に防ぐのが技術力ではないかと思

います。そして、過去のトラブル事例や起

こったトラブルを分析し、知識と経験を積

み重ねることにより未然に防止できるよう

になるはずです。

仮設は本体構造物と違い、目的構造物で

はありませんので、経済性がより強く求め

られます。そのため、仮設の設計では許容

応力を割り増しします。その結果、部材の

許容応力度は降伏応力度に近い値となって

います。また、施工時の荷重や地盤の特性

など不確定要素もあります。さらに、完成
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